
 

 

 

 

 

 

 

 

やまなし「水」ブランドプロモーション事業業務委託 

企画提案募集要項 
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山梨県森林環境部 森林環境総務課 
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１ 「やまなし『水』ブランド戦略」について 

本県は、富士山や八ヶ岳、南アルプスなどの名峰に囲まれ、県土の約８割を森林が

占めるなど豊かな自然を有しており、そこから生まれる豊かで良質な水は、県土をあ

まねく潤し、生産量日本一のミネラルウォーターをはじめ、米や果物などの農産物、

養殖魚、日本酒などの県産品を生み出している。 

また、本県は、名水百選に３箇所、平成の名水百選に４箇所が選定されるなど、水

は名実ともに本県を代表する地域資源である。 

本県では、そうした地域資源としての「水」を生かし、本県のイメージアップ、地

域・産業の活性化を図るため、「やまなし『水』ブランド戦略」を策定し、健全な水循

環を守り育てる「育水」の取り組みを推進するとともに、豊かできれいな山梨の水の

魅力を積極的にＰＲしていくことにより、本県の水のブランド力、さらには、山梨と

いう地域そのもののブランド力の向上を目指している。 

  

２ 業務委託の目的 

  本県が自然に恵まれ、豊かで良質な水を生み出す「名水の地」であるというイメー

ジを軸に、県内外、国内外に向けて、山梨の「水」の魅力を情報発信することで、山

梨の「水」ブランド力を向上させるとともに、山梨という地域そのもののブランド力

を向上させ、県経済の活性化や地域・産業の振興につなげることを目的とする。 

 

３ 業務内容 

（１）件名 

やまなし「水」ブランドプロモーション事業業務委託 一式 

（２）内容 

ア）知事とやまなしの「水」を生かした事業者（１社）との対談の企画と実施 

イ）対談記事及び地場産品、観光地等の広告記事を作成し、経済雑誌へ掲載 

※ 詳細は、別紙「やまなし「水」ブランドプロモーション事業業務委託 仕様

書」を参照 

（３）契約期間 

契約締結の日から令和３年３月１５日（月）まで 

（４）予算上限額 

金６，８６４，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む）。 

 

４ 企画提案に係るスケジュール（予定） 

ア）募集開始             令和２年８月 ５日（水） 

イ）参加申込書及び質問票提出期限   令和２年８月２１日（金） 

ウ）企画提案書提出期限        令和２年９月 ３日（木） 

エ）プレゼンテーション審査      令和２年９月１０日（木） 

オ）結果通知             令和２年９月１８日（金） 

 

５．参加資格 

  企画提案への参加を希望する者は、「（２）参加申込書及び添付書類」に掲げる書類

を提出し、提案参加資格の確認を受けなければならない。 

（１）参加資格 
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ア） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当する者でないこと。 

イ） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申し立

て、又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき民事再生手続開

始の申し立てがなされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定

を受けた者を除く。）でないこと。 

ウ） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと又

は法人にあってはその役員が暴力団員でないこと。 

エ） 公告の日以降に、「山梨県建設工事請負契約に係る指名停止等措置要領（平

成２３年４月１日）」や「山梨県物品購入等契約に係る指名停止等措置要領（平

成１０年４月１日）」に基づく指名停止を受けている日が含まれる者でないこ

と。 

オ） 平成２７年度～令和元年度において、国、地方公共団体、公益法人からの同

種または類似の業務を受託した実績を有する者であること。 

カ） 山梨県税、消費税及び地方消費税の滞納がない者であること。 

（２）参加申込書及び添付書類 

次に掲げる参加申込書及び添付書類を、各１部提出すること。 

ア）参加申込書（様式１） 

イ）誓約書（様式２） 

ウ）同種・類似業務実績整理表（様式３） 

エ）実施体制表（様式４） 

オ）業務担当者調書（様式５） 

※ 会社概要等のパンフレット類がある場合は、それを添付すること。 

（３）参加申込書の提出期限 

令和２年８月２１日（金）午後５時 

提出は平日の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時までとする。 

※ 平日とは、山梨県の休日を定める条例（平成元年３月２７日条例第６号）に

定める県の休日以外を指すものとし、以下同様とする。 

（４）提出場所 

   後述の「１１．問い合わせ・提出先」のとおり 

（５）提出方法 

持参または郵便により行い、上記の期限までに必着のこと。 

 

６．質問 

（１）質問方法及び送付先 

質問票（様式６）に記載し、電子メールにて送信すること。 

送付先のメールアドレスは、後述の「１１．問い合わせ・提出先」のとおり 

（２）受付期限 

令和２年８月２１日（金）午後５時 

（３）質問に対する回答 

質問に対する回答は、参加申込者すべてに対し電子メールにて行う。 
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７．企画提案書・見積書 

企画提案書は１参加者につき１件のみとし、次により提出すること。 

（１）企画提案書（様式７） 

ア）Ａ４判、縦型、横書き、左綴じ（Ａ３折込可）、ページ数制限なし 

イ）日本語表記で１２ポイント以上 

   ウ）委託予定事項の作業スケジュールを示すこと。 

エ）提案内容には次の事項を含めること。 

 ①対談の企画 

  ・対談候補事業者の提案（異なる業種から２社以上）及びその提案理由 

  ・対談する内容の提案及びその提案理由 

 ②地場産品、観光地等の PR 

  ・PR する地場産品や観光地等の提案及びその提案理由 

 ③掲載する経済誌 

  ・掲載する経済誌の提案及びその提案理由 

  ・掲載する時期の提案及びその提案理由 

  ・これまで作成した対談や取材、広告記事の実績 

 ④県 HP 等での広報等 

  ・掲載された経済誌・記事の内容等を県 HP 等での広報等で利用できる形態・

範囲の提案 

オ）企画提案にあたっては、次の資料を参考とすること。 

 ①やまなし「水」ブランド戦略 

https://www.pref.yamanashi.jp/water/hagukumiikasu/water-brand-strategy.html 

②やまなし「水」ブランド リーフレット・ブックレット 

https://www.pref.yamanashi.jp/water/booklet/index.html 

③やまなし「水」ホームページ 

https://www.pref.yamanashi.jp/water/index.html 

（２）見積書 

様式は任意とし、税抜価格、消費税、積算内訳を記載すること。 

見積額は予算上限額の範囲内とすること。 

（３）提出部数及び提出方法 

ア）企画提案書：正本１部・副本７部 

イ）見積書：正本１部 

持参または郵便により、期限までに必着のこと。 

（４）提出期限 

令和２年９月３日（木）午後３時 

※ 受付は平日の午前９時～正午、午後１時～５時（最終日のみ午後３時） 

（５）提出先 

   後述の「１１．問い合わせ・提出先」のとおり 

 

８．審査・結果通知等 

（１）プレゼンテーション審査 

期 日：令和２年９月１０日（木）予定 

場 所：別途連絡 
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時 間：別途連絡 

その他： 

・プレゼンテーション１０分、質疑応答１０分程度とする。 

・プロジェクター及びスクリーンは県で用意するが、自前のプロジェクター  

の持ち込み可。また、プロジェクターの使用は任意とする。 

・プレゼンテーションに参加しない場合は、選定から除外する。 

 

（２）審査・結果通知 

ア）企画提案書及び企画提案のプレゼンテーションの内容及び経費について総 

合的に審査し、第１位の者を候補者とする。 

イ）審査結果は審査終了後、速やかに参加者あて通知する。 

ウ）審査結果に対する異議申立ては受け付けない。 

 

（３）企画提案の無効 

次のいずれかに該当する場合、企画提案は無効とする。 

ア）本募集要項に定める手続き等に合致しない場合 

イ）提案に関する談合、提出書類の虚偽記載、その他の不正行為があった場合 

 

９．契約 

ア）第１位の候補者と協議を行い、随意契約により契約を締結する。 

ただし、第１位の候補者と協議が整わない場合は、次点の者と協議する。 

イ）仕様書は、企画提案の内容を踏まえ、変更する場合がある。 

ウ）契約保証金は、免除する。 

 

１０．その他 

ア）企画提案に要する費用は参加者の負担とする。 

イ）提出された書類等は返却しない。 

ウ）本提案により知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。 

エ）やむを得ない理由により、配置予定担当者が業務完了までの間に変更になる 

場合は、事前に県の了承を得ること。 

 

１１．問い合わせ・提出先 

山梨県森林環境総務課 企画担当 西川・川口 

〒400-8501 山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 山梨県庁本館８階 

電 話 番 号 055-223-1634 （直通） 

ＦＡＸ番号  055-223-1636 

質問送付先 メール：西川 nishikawa-wjc@pref.yamanashi.lg.jp 

              川口 kawaguchi-akwt@pref.yamanashi.lg.jp 

        ※質問事項がある場合は、上記担当者２名に送付してください。 

  



5 

審査基準について 

 

 下表の基準に従って審査員が、企画提案書等について評価の観点をもとに評価した

内容点を合計したものを審査点（５０点満点）とする。最終的に各審査員の審査点を

合計して総合点を算出し、最高得点を得た者から順位を付けるものとする。ただし、

順位決定を行う際に、同位の提案書が複数ある場合は、審査員の多数決により順位を

決定する。 

 なお、審査員１名以上が内容点の評価項目のうち１項目でも評価点１点以下（５点

満点の場合は０点）とした場合又は審査点が２５点未満の場合は失格とする。 

 

評価項目 評価の観点 配点 

対談候補の提案 対談候補事業者は、やまなしの「水」を生かした魅力

的な事業者であるか 
１０ 

対談内容の提案 対談内容は、ターゲットに適した内容となっている

か、また、やまなしの「水」の良さを意識し、本県の

魅力発信に繋がるものであるか 

１０ 

PR 内容の提案 PR する地場産品や観光地等は、ターゲットに適した内

容となっているか、また、やまなしの「水」の良さを

意識し、本県の魅力発信に繋がるものであるか 

１０ 

掲載経済誌の提案 

県の広報等利用の

提案 

影響力のある経済誌を提案しているか 

掲載（発売）時期はプロモーションに効果的な時期と

なっているか 

県 HP 等での広報等で魅力的な利用ができる形態等を提

案できるか 

１０ 

制作実績・見積書 類似業務の受託実績があり、本業務の遂行に有益な知

見、ノウハウを有していると判断できるか 

委託費総額、人件費等の見積金額は妥当であるか 

５ 

工程・スケジュー

ル、実施体制 

対談の企画、実施、原稿の作成、記事の掲載までの工

程・スケジュールは適切か 

事業実施にあたり、実施体制と管理体制が整ってお

り、事業を効果的に運用できる体制か 

５ 

 

＜参考＞評価の基準について 

 

内容点の各評価項目における評価基準は、次のとおりとする。 

 

・優れている／期待できる      （１０点／５点） 

・やや優れている／やや期待できる 

・どちらとも言えない        （６点／３点） 

・やや劣る／あまり期待できない 

・劣る／期待できない         

・要求水準を満たしていない     （０点） 


